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 第八次前橋市総合計画策定支援業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

  

第八次前橋市総合計画策定支援業務の企画提案を募集します。 

業務の目的を達成するうえで有効な提案を募り、最良な提案を選定するため、プロポーザ

ルの実施に必要な事項を定めます。 

 

１ 業務の趣旨・目的                               

 本市においては、平成 30年度から令和９年度の 10年間を計画期間とする最上位計画「第

七次前橋市総合計画」に基づき、将来都市像『新しい価値の創造都市・前橋』の実現に向け

て、これまで各種施策に取り組んでいます。  

 近年の人口減少や年齢構造の変化に加え、激変する気象状況や頻発する自然災害など多様

化・複雑化する様々な行政課題に直面し、その対応を迫られることになります。 

 こうした激しい社会情勢の変化の中でも、進むべき方向を見失わずに市政運営を展開する

ため令和 10年度を初年度とする「第八次前橋市総合計画」を策定することを目的とします。 

 

２ 業務の内容・概要                               

（１）業務名   第八次前橋市総合計画策定支援業務 

（２）業務内容 

 〈１年目〉 

   ①現状分析・課題整理 

   ②計画体系・方向性の構築支援、各論点に関する助言 

   ③市民参加・合意形成支援 

   ④庁内調整・会議運営支援 

 〈２年目〉 

   ⑤総合計画の検討、作成 

   ⑥市民参加・合意形成支援 

   ⑦庁内調整・会議運営支援 

   ⑧計画書作成支援 

  ※業務の内容の詳細は、別紙仕様書（案）を参照してください。 

 

３ 予算額                                    

 １年目 ２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 ２年目 １０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 を予算の上限額とします。 

 ※本プロポーザルは、２年間の業務を対象に提案いただきます。債務負担行為の議決を

受けているため、契約は２年間としますが、支払いは上記の上限額の範囲内で単年度毎に

行います。 
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４ 契約期間・履行期間                              

 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

５ 応募資格                                   

次に掲げる条件をすべて満たし、業務を安定的・円滑に実施できることとします。 

 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定による本市の入札参加制限 

を受けていない者であること。 

（３）本市の令和６・７年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査において、資格の

認定を受けていること。 

  なお、公募受付開始時において当該資格を有しない場合は、下記の書類を提出するこ

と。 

  ア）直近の決算に係る財務諸表（直近２か年度分） 

  イ）登記事項証明書の写し ※申請日以前３ヶ月以内の証明日のもの 

  ウ）下記納税証明書の写し ※申請日以前３ヶ月以内の証明日のもの 

   ①国税 

   ②本店所在地における市区町村税 

   ※支店等が入札及び契約を行う場合は、本店所在地及び支店等所在地の市区町村税 

  エ）法人の定款、誓約書、資格認定書の写し、会社のパンフレット など 

  ※契約締結にあたっては、入札参加資格申請（令和８年４月１日から随時申請）を行

い、令和８年第１四半期までに業者等登録が完了することを条件とする。 

（４）前橋市暴力団排除条例（平成２３年前橋市条例第３８号）に規定する暴力団員等

（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号の規定に該当する者を除く。）でない

こと。 

（５）企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品

の製造等業者指名停止措置要綱第２条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

第２条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（会社更

生法第１９９条第１項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第１７４条第１項

の規定による再生計画の認可がされている者を除く。）でないこと。 

 

６ スケジュール                                 

プロポーザル公告日            令和８年１月１６日（金） 

 プロポーザル実施要領・仕様書の公表    令和８年１月１６日（金） 

 質問受付期間               令和８年１月１６日（金） 
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                       ～ 令和８年２月４日（水） 

質問書への回答期限            令和８年２月１０日（火） 

提出書類受付期限             令和８年２月１３日（金）必着 

 第一次審査                令和８年２月２０日（金）予定 

 第二次審査                令和８年３月２日（月）予定 

 審査結果通知書の発送           令和８年３月１０日（火）予定 

契約締結、業務開始            令和８年４月１日（水）予定 

 

７ 質問受付及び回答                               

質問受付期間  令和８年１月１６日（金）から令和８年２月４日（水）まで 

質問様式    別紙質問書様式 

提出方法    ＦＡＸ又はメールで提出してください。 

提出先     要領中 14番に明記 

回答方法    令和８年２月１０日（火）まで（応募のあった事業者すべてにメー 

ルで回答するとともに）前橋市ホームページに掲載します。  

 

８ 応募の手続き等                                

「５ 応募資格」をすべて満たすもので本プロポーザルに応募するものは、次のとおり

応募申請書及び企画提案書を提出してください。 

（１）応募申込書について 

① 受付期間   令和８年１月１６日(金)から 

         令和８年２月１３日(金)午後５時まで（必着） 

② 提出方法   持参又は郵送（一般書留・簡易書留）による 

③ 応募申請書  別紙「様式１」 

④ 提出書類   別紙「提出書類一覧」のとおり 

 

（２）企画提案書について 

  ① 受付期間  令和８年１月１６日(金）から令和８年２月１３日(金) 

午後５時まで（必着） 

② 提出方法  持参又は郵送（一般書留・簡易書留）による 

③ 企画提案書 ８部  

 ※ 表紙に「業務名」と「応募者」が分かるよう記載すること 

 ※ 企画提案書は表紙を除いて、20項を上限とすること  

 ※ 企画提案には、以下の項目を必ず含めること 

  ア 会社概要 

  イ 事業実績 

  ウ 価格 

  エ 提案内容（※２年間の行程がわかるように作成すること） 
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   a.現状分析、課題整理 

   b.市民参加・合意形成支援 

   c.計画体系、方向性、構築支援 

   d.庁内調整・会議支援 

   e.評価・進行管理 

   f.創意工夫・付加価値    

 ※ 提案内容の様式は自由とする。ただし、サイズはＡ４版の両面印刷（長辺綴じ） 

で作成し、やむを得ずＡ３版を使用する場合には片面印刷でＡ４サイズに折込 

をすること。 

ただし、提出書類一覧の他に、審査、選考上、市が必要と認める場合は、追加 

書類の提出を求める場合があります。 

（３）見積書の提出について 

  ① 受付期間・提出方法は企画提案書に同じ 

  ② 必要部数  ８部 

  ③ 見積金額内訳明細書（任意様式）を添付すること。 

（４）提出書類の取り扱い 

 ① 記載内容の変更等の禁止 

提出された書類は、これを書き換え、差し替え、又は撤回することはできません。  

② 提出書類の返却 

提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。 

  ③ 費用について 

     応募申請に要する一切の費用は、申請者の負担とします。 

  ④ 公表について 

   選定に係る公表等を行う場合に、応募書類の内容の全部又は一部を使用する場合

があります。 

  ⑤ 資料の取扱い 

市が提供する資料は、応募にかかわる検討以外の目的で使用することを禁じます。 

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対

して、これを使用させたり、又は内容を提示することを禁じます。 

 

９ 審査                                     

提出された書類に基づき、第一次審査を行います。その後、企画提案に関するプレゼン

テーション・ヒアリングによる第二次審査を実施し、その結果最も優れた企画提案を提出

した事業者を、契約の優先交渉者として決定し、交渉を行います。 

（１）第一次審査 

① 日 時      令和８年２月２０日（金）予定 

提出された書類に基づき、候補者を選出します。 

  ② 審査結果発送予定 令和８年２月２５日（水）予定 応募者すべてに連絡しま
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す。 

（２）第二次審査 

① 日 時      令和８年３月２日（月）午後を予定 

提出された書類及びプレゼンテーションに基づき、候補者を

選出します。 

② 審査項目     Ａ．会社概要 

             Ｂ．業務実績 

             Ｃ．価格 

             Ｄ．現状分析・課題整理 

             Ｅ．市民参加・合意形成 

             Ｆ．計画体系、方向性、構築支援 

             Ｇ．プレゼン評価 

             ※プレゼンテーションは、様式２で示したプロジェクトリー

ダー本人が行ってください 

             ※プレゼンテーション会場は上限３名まで入室可能（予定） 

  ③ 審査結果発送予定 令和８年３月１０日（火）予定 

審査を受けた事業者すべてに連絡します。 

（３）選定審査委員会 

 選定に当たっては、外部委員等で構成する選定審査委員会を設置し、委員会が次の選

定基準に基づいて申請者の評価をした後、委員会の評価の結果・意見を踏まえて、優先

交渉者を選定します。 

（４）選定基準 

① 事業の理念及び仕様書（案）に基づく運営が図られるか。 

② 事業の運営を安定的に行うことができる能力を有し、意欲があるか。 

なお、次に該当する応募は失格とします。 

・資格要件を欠くもの 

・提出書類に虚偽の記載があったもの 

・見積金額が要領３に記載の予算上限額を超える場合 

・提出書類等の提出期間を過ぎて提出したもの 

・複数の申請を行い又は複数の事業計画書を提出したもの 

・その他選定に係る不正行為があったもの 

・本実施要領（仕様書及びこれに付属する書類を含む。）に記載された条件に適合し 

ない場合 

・ほかの提案者と企画提案の内容又はその意思について相談を行ったことが判明し 

た場合 

（５）契約候補者の決定方法 

  ① 提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を（又は、総合得点が最

も高い者を）契約候補者（優先交渉者）して選定する。 
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  ② 契約候補者となることができる最低基準をあらかじめ定めるものとし、それ以上の

点数を得た提案者の中から契約候補者を選定する。 

  ③ 提案者が 1者であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結果、

最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、契約候補者として選定しない。 

（６）選定結果の通知及び公表 

選定結果は、すべての提案者に文書により通知するとともに、前橋市ホームページに

おいて公表します。時期は、令和８年３月中旬以降を予定しています。 

（７）その他留意事項 

  ① 応募団体に関する実地調査 

 選定審査委員会が必要と認める場合は、応募者が運営する事業等の実地調査を行う

ことがあります。 

② 選定審査委員との接触 

応募者及びその関係者が、審査に関して選定審査委員会の委員と接触することを禁

じます。接触の事実が認められた場合は失格となることがあります。 

 

10 契約                                    

（１）企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び金額

は前橋市との交渉により、決定します。 

（２）優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次順位者と交渉する場合があります。 

（３）業務により作成された成果品に関するすべての権利は前橋市に帰属します。 

 

11 特記事項                                   

 特になし 

 

12 その他                                    

（１）応募提出書類に係る事項 

 ① 提案された企画提案書等は、契約候補者の選定以外に提案者に無断で使用しない。 

 ② 企画提案は、１提案者につき１点とする。 

 ③ 本公募手続きにおいて、用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨（円）、 

日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）の定める単位とする。 

（２）費用について 

   企画提案書の作成及び提出に要する経費は、提案者の負担とします。また、プレゼン 

テーションの実施経費についても同様とします。 

 

13 別添資料等                                  

（１）第八次前橋市総合計画策定支援業務仕様書（案） 

（２）提出書類一覧 

（３）応募申請書、業務実施体制申告書及び誓約書（様式１～３） 
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（４）第八次前橋市総合計画策定支援業務委託事業者選定審査委員会設置要綱 

（５）質問票（様式４） 

（６）辞退届（様式５） 

 

14 提出先・問い合わせ先                             

 

〒３７１－８６０１ 

  群馬県前橋市大手町二丁目１２－１ 

   前橋市 未来創造部 政策推進課 

    担当  猪熊 

    電話番号 ０２７−８９８−６５１２ 

    FAX ０２７−２２４−３００３ 

    Email：seisaku@city.maebashi.gunma.p 

 


